
税税の申告申告と納税納税はお早めにお早めに税の申告と納税はお早めに市県民税の申告は
３月１５日火まで

市税の納め忘れはありません市税の納め忘れはありませんか？市税の納め忘れはありませんか？

４
月
５
月
６
月
７
月
８
月
９
月
10
月
11
月
12
月
１
月
２
月
３
月

個人市県民税
（普通徴収）

１
期

２
期

３
期

４
期

固定資産税 １
期

２
期

３
期

４
期

軽自動車税 全
期

【
対
象
】
平
成
23
年
１
月
１
日

現
在
で
市
内
に
住
ん
で
い
た
人

　

た
だ
し
次
の
Ⓐ
〜
Ⓒ
の
該
当

者
は
除
き
ま
す
。

Ⓐ
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

人Ⓑ
給
与
所
得
の
み
で
、
勤
務
先

か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
市
に

提
出
さ
れ
て
い
る
人

Ⓒ
前
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た

人【
日
時
・
会
場
】
左
表
の
と
お

り
。
会
場
で
申
告
で
き
な
か
っ

た
人
は
、
直
接
ま
た
は
郵
送

で
、
申
告
書
と
申
告
に
必
要

な
も
の
（
上
記
）
を
添
え
て

〒
790
８
５
７
１
市
民
税
課
（
市

役
所
本
館
２
階
）
に
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

【
そ
の
他
】
学
生
や
所
得
が
な

か
っ
た
人
で
申
告
書
が
届
い
た

場
合
は
、
申
告
書
裏
面
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
市
民
税
課
へ

提
出
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
非
課
税
証
明
書
な
ど
を
発

行
す
る
基
礎
資
料
と
な
り
ま
す

▼
前
年
中
の
所
得
を
申
告
し
て

い
な
い
場
合
は
、
所
得
証
明
書

な
ど
の
即
日
発
行
が
で
き
ま
せ

ん
▼
社
会
保
険
料
や
医
療
費
な

ど
の
申
告
に
よ
り
、
適
正
課
税

さ
れ
税
金
が
軽
減
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
▼
２
月
１
日
〜
３

月
15
日
ま
で
所
得
税
の
確
定
申

告
も
受
け
付
け
ま
す
が
、
年
金

や
給
与
所
得
の
簡
易
な
還
付
申

告
に
限
り
ま
す
。

　

納
税
は
国
民
の
義
務
で
す
。
納

期
が
過
ぎ
て
い
る
の
に
市
税
を
納

め
て
い
な
い
人
は
、
お
早
め
の
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。
滞
納
し
た

ま
ま
だ
と
、
給
与
や
預
貯
金
、
不

動
産
な
ど
の
差
し
押
さ
え
や
、
滞

納
整
理
の
専
門
機
関
で
あ
る
「
愛

媛
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
」
に
滞

納
事
案
を
移
管
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
な
お
一
括
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、
お
早
め
に
納
税
課
へ
ご

　

所
得
税
や
市
県
民
税
の
社
会
保
険
料

控
除
を
受
け
る
場
合
な
ど
、
納
付
額
が

確
認
で
き
る
納
付
証
明
書
の
発
行
は
、

窓
口
で
の
交
付
申
請
以
外
に
、
電
話
で

も
申
請
が
で
き
ま
す
。

【
申
請
方
法
】
電
話
で
納
付
証
明
書
が

必
要
な
人
の
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日

を
下
記
の
各
担
当
課
へ

【
交
付
方
法
】
申
請
受
け
付
け
後
、
納

付
証
明
書
を
無
料
で
郵
送
し
ま
す

※
郵
送
先
は
証
明
が
必
要
な
人
の
住
民

登
録
地
に
限
り
ま
す
。
証
明
内
容
に
つ

い
て
は
電
話
で
の
回
答
は
で
き
ま
せ
ん

　

愛
媛
地
方
税
滞
納
整
理
機
構

は
県
内
の
市
町
で
構
成
す
る
一

部
事
務
組
合
で
、
市
町
で
処
理

困
難
な
滞
納
事
案
を
引
き
受

け
、
差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納

整
理
を
行
う
団
体
で
す
。

①
市
県
民
税
の
申
告
書

②
印
鑑

③
給
与
・
年
金
所
得
者
は
原
則
、

源
泉
徴
収
票

④
事
業
所
得
者
は
、
所
得
計
算
に

必
要
な
帳
簿
、
領
収
書
な
ど

⑤
そ
の
他
の
所
得
者
は
、
所
得
金

額
を
証
明
で
き
る
も
の

⑥
国
民
健
康
保
険
料
、
介
護
保
険

料
、
国
民
年
金
保
険
料
な
ど
の
領

収
書

⑦
生
命
保
険
料
、
簡
易
保
険
料
な

ど
の
控
除
証
明
書

⑧
地
震
保
険
料
、
共
済
掛
金
な
ど

の
控
除
証
明
書

⑨
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、

医
療
費
の
領
収
書
、
保
険
金
な
ど

で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の
分
か
る

も
の

⑩
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
は
、

障
害
・
療
育
手
帳
ま
た
は
本
市
が

発
行
す
る
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
な
ど

※
⑥
〜
⑨
は
、
平
成
22
年
１
月
１

日
〜
12
月
31
日
ま
で
に
支
払
っ
た

も
の
に
限
り
ま
す

相
談
く
だ
さ
い
。

【
納
期
】
左
上
表
の
と
お
り

【
納
付
場
所
】
市
内
金
融
機
関
▼
納

税
課
（
市
役
所
本
館
２
階
）
▼
支
所

▼
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
フ
ジ

グ
ラ
ン
松
山
・
い
よ
て
つ
髙
島
屋
・

松
山
三
越
）
※
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
で
は
納
付
期
限
を
過
ぎ
る
と
納

め
ら
れ
ま
せ
ん

※
３
・
５
・
12
月
の
指
定
日
（
納
税

強
化
期
間
）
は
、
納
税
課
に
夜
間
・

休
日
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す

【
必
要
な
も
の
】
納
付
書（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
用
の
納
付
書
は
、ゆ
う
ち
ょ
銀

行
で
し
か
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん
）

平成23年度分　申告受付会場および日程

主な市税の納期

「
愛
媛
地
方
税
滞
納

整
理
機
構
」と
は

保
険
料
の

納
付
証
明
書

電
話
で
交
付
申
請
で
き
ま
す

国
民
健
康
保
険

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
に
必
要
な
も
の

　

市
県
民
税
の
申
告
が
始
ま
り
ま
す
。
締
め
切
り
が
近
く

な
る
と
、
申
告
会
場
が
大
変
混
雑
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
お
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

地区 会　　場 受 付 期 間

三津浜 市 厚 生 福 祉
セ ン タ ー
（三津浜支所隣）

2月 1日（火）～3日（木）
宮　前

桑　原 桑 原 公 民 館 2月 3日（木）・4日（金）

味　生
味生公民館（味
生 ふ れ あ い
セ ン タ ー 内 ）

2月 4日（金）・7日（月）・
8日（火）

道　後 えひめ中央農協
道 後 支 所 2月 7日（月）

堀　江 堀 江 公 民 館 2月 8日（火）・9日（水）

浅　海 浅 海 公 民 館 2月 9日（水）

神　和

二 神 分 館 2月 9日（水）

元 怒 和 分 館 上怒和分館で 2月 10 日
（木）受け付け

上 怒 和 分 館 2月 10 日（木）

津 和 地 分 館 2月 14 日（月）

潮　見 潮 見 公 民 館 2月 10 日（木）

久　枝 久 枝 公 民 館 2月14日（月）・15日（火）

粟　井 粟 井 公 民 館 2月14日（月）・15日（火）

生　石 生 石 公 民 館 2月15日（火）・16日（水）

立　岩 立 岩 公 民 館 2月 16 日（水）

久　米 松 山 市 農 協
久 米 支 所 2月16日（水）～18日（金）

睦　野
睦 月 分 館 2月 17 日（木）

野 忽 那 分 館 2月 21 日（月）

河　野 河 野 公 民 館 2月17日（木）・18日（金）

由　良 興 居 島 支 所 2月 18 日（金）

泊 泊 公 民 館
2月 18 日（金）

13 時～ 16 時

小　野 小 野 公 民 館 2月21日（月）～23日（水）

地区 会　　場 受 付 期 間

北　条
北条コミュニ
ティセンター 2月21日（月）～23日（水）正　岡

難　波

伊　台 伊 台 支 所 2月 22 日（火）

五　明 五 明 支 所 2月 23 日（水）午前中

西中島 熊 田 集 会 所 2月 24 日（木）

浮　穴 浮 穴 支 所 2月24日（木）・25日（金）

和　気 和 気 支 所 2月24日（木）・25日（金）

東中島 中 島 支 所 2月 25 日（金）

石　井

北 土 居 分 館 2月 28 日（月）

古 川 分 館 3月 1日（火）

石 井 支 所 3月 2日（水）・3日（木）

荏　原 荏 原 公 民 館 2月28日（月）・3月1 日
（火）

高　浜
松 山 観 光 港
タ ー ミ ナ ル
（2 階 研 修 室 ）

3月 1日（火）

日　浦 日 浦 公 民 館 3月 2日（水）午前中

湯　山 湯 山 支 所 3月 2日（水）

余　土 松 山 市 農 協
余 土 支 所 3月 3日（木）・4日（金）

垣　生 垣 生 支 所 3月 3日（木）・4日（金）

坂　本 坂 本 公 民 館 3月 4日（金）

全地区 市役所本館11階 3月7日（月）～11日（金）
8時 45 分～ 17 時まで

● 申告受付時間は 9時 30 分～ 15 時まで（時
間の記載のない会場を除きます）
●  は今年度から申告会場や時間を変更
しています
● 各会場とも初日は申告が集中し混雑します
● 年金受給者を対象に市役所本館といよてつ
髙島屋で開催していた確定申告書作成相談
会は今年から実施しません

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
民

税
課
☎
948
６
２
９
１
〜
６
２

９
６
・

934
１
８
０
２
へ

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
愛
媛

地
方
税
滞
納
整
理
機
構
☎
913

５
８
０
０
・

941
７
５
９
３

へ

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
納
税
課
☎
948
６
２
６
８
・
６
２
７
７
・
６
２

８
４
・
６
２
７
１
・

934
１
８
０
２
へ

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
国
民
健
康

保
険
料
は
国
保
・
年
金
課
☎
948
６

３
７
６
・

934
２
６
３
１
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
は
高
齢
福
祉
課

☎
948
６
９
４
１
・

934
１
７
６
３
、
介

護
保
険
料
は
介
護
保
険
課
☎
948
６

９
６
６
・

934
０
８
１
５
へ

月
税目
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